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5 月 25 日 第１回ほっとかん文化教室（蜜蝋） 9 月 2８日 第４回ほっとかん文化教室（米粉パン） 

6 月 19 日 人権連続講座①（犯罪被害者等の人権） 11 月予定 ほっとかんふれあい広場 

6 月 22 日 第２回ほっとかん文化教室（藍染め） 12 月 21 日 ふれあい講座（しめ縄づくり） 

7 月 10 日 人権連続講座②（障がい者の人権） 1 月 25 日 第５回ほっとかん文化教室（メンズキッチン） 

7 月 27 日 第３回ほっとかん文化教室（メンズキッチン） 2 月予定 人権講演会 

8 月 21 日 人権連続講座③（部落差別問題）   

宇佐市 

だより 
～宇佐市隣保館～ 
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2025 年 4 月 25 日  （№405） 

開館時間：平日 8:30～17:00 
※土日祝日休館 

５月号 

月号 
蜜蝋
みつろう

を使って蜜蝋
みつろう

ラップやハンドクリームをつくろう！！ 

参加資格：宇佐市に居住もしくは通勤通学されている方 

2025年度年間行事予定表 

  

変更する場合もあります。毎月のほっとかんだよりをご覧ください。 

  

第１回文化教室                       を開催します！ 

 

 

開催日時：５月２５日（日）13:00～16:00 

場所：宇佐市隣保館 

 
 

材料費５００円 

応募方法４月２８日から５月１３日まで 

電話での申込み（☎ 33-1707） 

（受付時間 平日 8:30～17:00）募集人員８名  
※申込み多数の場合は抽選 

 

講師：植物雑貨クリエイター 

時枝 仁美（ときえだ ひとみ）先生 

開催日時：６月１９日（木） 

19:00～20:30 

場所：宇佐市隣保館 2階集会室 

講師：浜崎 満治（はまさき みちはる）さん 
 

演題：「15歳のメッセンジャー 」 
 

入場無料 

事前申込不要 

※天然の素材（蜜蝋・アロマ等）を使います。アレルギーや敏感肌の方はご注意下さい。 

犯罪被害者等の人権 



ヒューライツ・シネマ 

５月隣保館行事予定 

５月３日は憲法記念日です。日本国憲法の三原則である「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」は皆さんよ

く知っていると思います。 

この３つのうちの一つである「基本的人権の尊重」は「人権は人が生まれながらにして持っており、誰からも侵さ

れないという権利」を尊重することです。 

基本的人権は、自由に生きることが保障され（自由権）、全ての人が等しい扱いを受けられ（平等権）、人間らしい

豊かな生活が保障される権利（社会権）です。政治に参加する権利（参政権）もあります。 

国民は自身の人権を守るだけでなく、他人の人権を守る責任もあります。日常生活の中で無意識に行っていること

が、人権を侵害していることもあるので振り返る機会を持つことが大事です。 

相手の背景を想像して、一人ひとり違うという意識を持ち、異なる立場の人の意見も受け入れることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１日 (日) 10:00～12:00  

休日サロン（1 階相談室） 
 

１２日 (月)  季節の小物教室 
 

 

１３日 (火)  書道教室 
 

13:30～16:00  

特設人権相談 
 

 

１９日 (月)  季節の小物教室 
 

２３日 (金) 書道教室 
 
 

２５日 (日)①10:00～ ②11:00～ 

ヒューライツ・シネマ 
 

 

13:０0～1６:00 

第１回文化教室（蜜蝋） 
 

 

 
 

 

 

※入場無料・予約不要 

 
 

『未来を拓く５つの扉（アニメ）』 
 

アニメで見る全国中学生人権作文コンテ

スト入賞作品５編。いろいろな場面での中

学生の言葉が人権を考えさせます。 

子どもの人権             （４６分）                     

人権 4 コマまんが 

人権ペープサート・人権４コマまんがを市のホームページに掲載

しています  ※４コマまんがは毎月更新しています！ 

（手話記念日） （こどもまんなか 児童福祉週間） 

 
休日サロン(無料なんでも相談) 

※予約不要 
暮らしの中で困ったときに、どこに相

談していいのかわからず、一人で悩ん

でいませんか？ 
いろいろな相談に応じて解決できる

ようお手伝いをします。 

ハローワークの求人情報等の閲覧も行

っています。 

お気軽にお越しください。 
秘密は守られますのでご安心してご

相談ください。 

 

憲法記念日 
 

（作・画 中西） 

手
話
記
念
日
は
、
平
成 

年
に
日
本

デ
フ
協
会
が
写
真
家
の
後
藤
田
三

朗
さ
ん
の
提
唱
で
制
定
し
ま
し
た
。 

日
付
は
手
話
が
左
右
の
５
本
指
を

使
う
こ
と
か
ら
、
５
月
５
日
に
な
っ

た
そ
う
で
す
！ 

 

15 

 

手
話
は
、
手
指
動
作
と
非
手
指

動
作
（
視
線
、
眉
、
頬
、
口
、
舌

な
ど
）
を
同
時
に
使
う
視
覚
言

語
で
、
音
声
言
語
と
並
ぶ
言
語

な
の
に
、
長
い
間
、
法
律
上
で
は

言
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
ん
じ
ゃ 

平
成 

 

年
８
月
５
日
、
障
害
者

基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
公
布
・
施
行
さ
れ
、
や
っ
と
日

本
で
初
め
て
法
律
で
も
手
話
が
言

語
と
し
て
認
め
ら
れ
た
ん
だ
よ
！ 

 

23 

私
た
ち
は
普
段
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
音
や
声
を
聞
い
て
い
る
け

ど
、
聞
こ
え
な
い
人
に
と
っ
て
は

当
た
り
前
で
は
な
い
ん
で
す
。 

聞
こ
え
な
い
人
も
、
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
す
る

た
め
に
、
み
ん
な
が
で
き
る
こ
と

を
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
！ 

こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
５
月
５
日
の

｢

こ
ど
も
の
日｣

か
ら
１
週
間
を
、

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か 

児
童
福
祉

週
間
」
と
定
め
、
こ
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
育
成
に
つ
い
て
国
民
全

体
で
考
え
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て

い
ま
す 

 

私
た
ち
子
ど
も
が
健
や
か
に
暮

ら
せ
る
こ
と
、
成
長
で
き
る
環
境

や
社
会
を
つ
く
っ
て
い
け
る
よ
う

に
と
、
こ
の
週
間
が
で
き
た
の
よ 

す
べ
て
の
こ
ど
も
が
家
庭
や
地
域
に

お
い
て
、
豊
か
な
愛
情
に
包
ま
れ

な
が
ら
、
夢
と
希
望
を
も
っ
て
未

来
の
担
い
手
と
し
て
、
個
性
豊
か

に
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
い
け
る
よ

う
な
環
境
と
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く

こ
と
そ
れ
が
重
要
で
す 

 

すべてのこどもと子育てを大切に

できるような環境づくりをみんなで

考えよう！ 

 


